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加齢に伴い，思うように運転ができない場合があります。身体機能などの変化

を自覚し，長距離運転を控える，スピードを出し過ぎない等，心身の衰えを補い

危険を避ける安全運転（＝補償運転）を心がけましょう。

高齢ドライバーの方へ

安全な通行のために

疲れているとき，体調不良のとき，心配事のあるときなどは注意力が散漫にな

ったり，判断力が衰えたりするため，思いがけない事故を起こすことがあります。

このようなときは，運転を控えるか，身体の調子を整えてから運転するように

しましょう。

　 　　

～ 河川 ～


